
４月になり新入学の子どもたちが学校や幼稚園、保育園に通いはじめます。
大人も子どもも一緒に交通ルールを守り、身近なところから事故を防ぎましょう。

税金は、子育て支援や教育・福祉の提供、道路や公園の整備、
ごみの収集など私たちが暮らしていくうえで必要な社会共通
の費用をまかなうものであり、私たちの生活を支えています。

インターネットを利用
して口座振替のお申
込みができます。

車道を走ることが原則で、歩道の走行は例外
です。自転車に乗るときは、必ずヘルメットを
着用しましょう。

正しく横断しなかったことが原因で交通事故に
あう事例が多く認められています。

泉区には、高齢化や担い手不足に悩む農家のお手伝いをするボランティア
団体があります。
農家の指導を受けながら作業をすすめるので、農業経験・技術は不要です！
ぜひ一緒に活動してみませんか？

泉区農業応援隊に作業を依頼したい区内農家を募集しています。
「収穫の時期に人手が欲しい」
「除草作業を手伝ってほしい」などの声にお応えします。
応援時間は原則として１回あたり半日程度です。

守らないと
法令違反!

罰則があります！

自分自身だけではなく、同乗者を守るためにも、
シートベルト・チャイルドシートを着用しましょう。

守らないと
法令違反!

罰則があります！

大切な税金の話大切な税金の話

市税納期
カレンダー

４月１日に原動機付自転車や軽自動車
などを所有している人を対象に課税
されます。

※各月の末日が
納期限です。

…市民税（給与・年金からの
　天引きの場合は除く）
…固定資産税・都市計画税
…軽自動車税（種別割）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

軽自動車税（種別割）
１月１日に市内に住所がある人を対象に、
県民税・森林環境税（国税）とあわせて課税
されます。

１月１日に市内に固定資産（土地・家屋など）
を所有している人を対象に課税されます。
４月１日に納税通知書を発送します。
詳細は10ページをご覧ください。

応募方法など
詳細はこちら▶

▲詳しくはこちら

「いずみくらし」サイトに
農業応援隊のインタビュー
記事があります!
ぜひ、ご覧ください。

●Web
納付書に印刷されているバー
コードやeL-QRを読み取り、対応
決済アプリ(〇○ペイ等)で納付
ができます。

●スマホ
納付書に印刷されたeL-QRや
eL番号（「収納機関番号」「納付
番号」等）を使って、スマホやパソ
コンから納付ができます。

●クレジットカード・ネットバンキング

▲詳しくはこちら ▲詳しくはこちら

▲詳しくは
こちら

※現在、「横浜みどり税」（年間900円）が
　上乗せされています。

私たちの
生活を支える 

便利な
納付方法

主な
市税の
種類

個人の市民税 固定資産税

市税は必ず納期内に
納付しましょう。

1期 1期 2期 2期 3期 3期 4期 4期全期

区内の新入学児童の皆さんに
ランドセルカバーや反射材を配布して、
交通安全啓発を行っているずん!
ぜひ、使ってね! ※区内市立小学校のみ

地域活動支援担当　　８００-２３９７　　８００-２５０７

企画調整係　　800-2331　　800-2505

収納担当　　８００-２３７８　　８００-２５０９

自転車
＃自転車は“軽車両”

歩行者
＃基本に立ち返る正しい横断

「ながらスマホ」禁止!
ヘッドフォン等着用禁止!
飲酒運転は絶対にしない!

横断歩道を使う!　　青信号でも必ず立ち止まって左右を確認!　　走行車両の直前・直後横断はしない!

4月6日（日）～
　　4月15日（

火）春
全国交通安全運動

の
4月6日（日）～
　　4月15日（

火）春
全国交通安全運動

の

４月10日（木）は交通事故死ゼロを目
指す日

バイク・自動車
＃思いやり・ゆずりあい

横断歩道は歩行者優先です!
「ながら運転」禁止!
飲酒運転は絶対にしない！
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マークの見方
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● 掲載されているイベントなどは、中止・延期になる場合があります　● 記載がない場合は無料、当日自由参加になります　● 区役所の駐車場は有料です
● 今月11日以降の事業を掲載しています　● 区役所内の展示日時について特に記載のない場合は、開庁日・開庁時間内に展示しています


